
毎年、12月の上旬に人権教育強調週間が実施されています。何故12月なのでしょう。こ

れは、昭和23年（1948年）12月10日、国連総会において「世界人権宣言」が採択された

ことに由来します。採択日の12月10日を最終日とした1週間を、人権教育強調週間と定め

たのです（法務省）。この期間は全国的に人権の啓発活動を強化して行っています。

残念なことに現在の日本にも、いじめ・虐待・性被害等の子どもの人権問題、インターネッ

ト上の人権侵害、障害のある人や外国人、性的マイノリティ等に対する偏見や差別、部落差

別（同和問題）、ハンセン病問題といった多様な人権問題が依然として存在しています（法

務省ホームページ https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03.htmlより）。人権問題

に対しては「子ども達が守られるべき存在である」と同時に、子ども達も「人権を侵害しない

人」にならなければならないという二面性をもっています。

先日行われた「深めよう絆集会」は瑞穂中学校で行われ、瑞穂中学校区の3小学校の6

年生が集い中学生と一緒に、嫌なあだ名を付けられて困っている友達を、どうやって助けた

らいいか話し合いました。見て見ぬふりはいじめを認めたことになります。一方で、いじめを

止めたことで自分がいじめの標的にされるかもしれないという不安もあります。もちろん、い

じめはいじめている人が悪いのですが・・・ 。実際にいじめを止めることができるように、真剣

な意見交換が行われました。
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槇原小学校の取組を紹介しています グループで話合いをしました



11月29日（金） まきの子フェスティバル

が行われました。子ども達は、縦割り班で出

店を企画・運営します。一方で他の班の出店

を来店し 、お互いに楽しもうという児童会の

行事です。当然ですが、５ ・６年生がリーダー

になります。

このような自治的な活動には、自己決定の

場があり子ども達の自主性や主体性を伸ば

すよい機会です。また、出店の準備の時には、

自分ではなく来店する人が楽しめて、困らな

いように準備します。相手の立場に立って考

える機会にもなります。

＝子どもの交通事故について＝

冬季で積雪があるなど、道路の状況が悪

化していることが考えられます。子ども達の

交通安全に十分注意してください。

自転車の運転をさせる際は、ヘルメットを

かぶらせ、交通ルールについてご指導くださ

い。子どもが運転している自転車と、歩行者

の事故が発生すると、多額の賠償金を請求

されることがあります 。子どものやったこと

では済まないのです。保険に入るなど、事前

の対策をお願いします。

【１２月の主な予定】
０２日（月） 全校朝会

０３日（火） ６年生親子活動 ・学習参観

０ 学年懇談会

４日（水） 人権教育強調週間

３年校外学習（さけのふるさ

と公園）

６日（金） ３年生食育

１０日（火） 総合学力調査（～１１日）

１１日（水） 柏刈小中美術展 (ソ フ ィ ア

センタ－）

１３日（金） 節成きゅうり調理実習

１７日（火） なかよし５年中学校訪問

１８日（水） 年末大清掃①

２０日（金） 年末大清掃②

２３日（月） 冬期休業前集会

※冬期休業は１月７日までです
新年の初登校日は１月８日(水）で、給

食後下校です


